
秋運整第 ５ ２ 号 の ２

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ９ 日

秋田県内自動車運送事業者 殿

東北運輸局秋田運輸支局長

（ 公 印 省 略 )

事業用自動車の事故防止に向けた取組みの推進について（要請）

標記について、令和２年５月２９日付け東自保第１６号により、東北運輸局自動車

技術安全部長から別添のとおり通達がありましたので了知願います。
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東 自 保 第 １ ６ 号 

令和２年５月２９日 

 

 

秋田運輸支局長 殿 

 

 

 

自動車技術安全部長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

事業用自動車の事故防止に向けた取組みの推進について（要請） 

 

 

今般、令和元（平成 31）年に発生した自動車事故報告規則（昭和 26 年運輸省令第 104

号）に基づき報告があった重大事故について、統計・分析（別紙参照）を行ったところ、

発生件数は減少傾向にあるものの、健康起因事故は平成29年の18件から大幅に増えた平

成 30 年と同数の 29 件発生するとともに、飲酒運転事故も平成 30 年と同数の 4 件発生し

ているなど、依然として厳しい状況にあることがわかりました。 

 事業用自動車の事故防止については、「事業用自動車総合安全プラン 2020」で掲げられ

た目標の達成に向け、官民を挙げた取組みを行ってきており、発生件数の減少等について

は一定の成果の現れであると考えるものの、引き続き、事業用自動車の事故防止に向けた

取組みを推進することが重要であると考えます。 

 つきましては、下記事項について貴支局管内の関係事業者に対し周知徹底を図られるよ

うお願いします。 

 

記 

 

１．対歩行者事故の防止に向け、運転者に対する指導・監督において「自動車運送事業

者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」等

を活用し、運転者に対し危険予測運転の徹底、ヒューマンエラーの抑止等を図ること。 

２．飲酒運転事故の防止に向け、運転者に対する指導・監督、点呼等において、次のこ

とを徹底すること。 

(1) 飲酒による身体への作用・影響や飲酒運転の危険性等を、事例を用いて理解させ

ること。 

(2) 確実な点呼の実施体制が確保できているか確認し、必要に応じ見直しを行うとと

もに、点呼時におけるアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認を行うこ

と。 
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(3) 運転者の飲酒状況を把握するとともに、日常的に飲酒する習慣がある運転者に対

しては、遠隔地の点呼において確実に酒気帯びの有無を確認できる機器を用いる

などにより管理を行うこと。 

３．車両故障事故及び大型車の車輪脱落事故の防止に向け、日常点検整備、定期点検整

備の確実な実施とタイヤ交換等におけるホイール・ナットの規定トルクでの締付けと

作業後50～100ｋｍ走行後の増締めの実施を徹底すること。 

４．運転者の安全運転を支援し、事故の被害を軽減する先進安全自動車（ASV）の導入を

検討すること。 

 

 

 

 

  



≪発表記者会：青森県政記者会、岩手県政記者クラブ、東北電力記者会、宮城県政記者会 
       秋田県政記者会、山形県政記者会、福島県政記者クラブ≫ 

 

 

 

令和元年における管内（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）の自動車運送事業

者の事業用自動車に係る自動車事故報告規則に基づく重大事故の発生状況をお知らせします。 

        （令和元年速報値） 

 

 
 
 
  

【問い合わせ先】 

 国土交通省 東北運輸局 自動車技術安全部 

          保安・環境調整官 平川、鹿島 

      ℡ ０２２－７９１－７５３４ 

令和 2 年 5 月 29 日 

東 北 運 輸 局 

〇事故発生状況の概況 

 令和元年の事業用自動車の重大事故の発生件数及び死亡者数は、全体としては減少した

ものの、ハイヤー・タクシーは大幅に増加している。 
 車両故障事故は減少したもの、車輪が脱落した事故の件数は 26 件と高止まりとなってい

る（例年、東北管内において全国でも突出して事故発生している）。 
 健康起因事故についても、平成 29年の 18 件から大幅に増えた平成 30 年と同数の 29 件

と高止まりしている。 
 事業用自動車総合安全プラン 2020 で目標ゼロとされている飲酒運転事故については、昨

年と同数の 4 件となっている。 

令和元年（平成 31 年）事業用自動車 事故発生状況速報 

 

１．事業用自動車の重大事故件数 

（有責無責に関わらず生じた死亡、重傷、転落、火災等の社会的に影響の大きな事故） 

令和元年の事業用自動車の重大事故の発生件数は、バス 175 件（対前年比 78.1%）、ハイ

ヤー・タクシー35 件（同 152.2%）、トラック 211 件（同 85.4%）、全体で 421 件（同

85.2%）と前年と比較して 73 件減少しています。 

死者数は全体で 68 人（同 98.6%）と、前年と比較して 1人減少しています。 

自動車の装置の故障により運行できなくなったものは 202 件（同 83.8%）と減少し、その

中で車輪が脱落した事故が 26 件（同 86.7%）発生しています。 

 

２．事業用自動車の運転者が惹起した重大事故発生状況 

（１．の事故のうち事業用自動車の運転者が第一当事者となった事故） 

令和元年の事業用自動車の運転者が惹起した重大事故の発生件数は、バス 28 件（対前年比

87.5%）、ハイヤー・タクシー34件（同 178.9%）、トラック 85 件（同 78.7%）、全体で 147 件

（同 92.5%）と前年と比較して 12件減少しました。 

事故件数は減少したものの、死者数は全体で 44人と前年に対して 12 人増加しています。こ

のうち、ハイヤー・タクシー事業者による死者数は 14 人と前年に対して 10 人増加と、大幅に

増加しています。 

事業用自動車の運転者が体調不良となり生じた事故や、体調不良により運行を継続できな

くなった事故は 29 件と前年と同数となっています。これらの健康状態に起因した事故の内、

約 3 割が心臓疾患と脳疾患によるものでした。 

飲酒運転事故は 4件と、前年と同数となっております。 

 
（詳しくは次ページ以降のグラフ等をご参照下さい。） 

 

別紙 



事業用自動車の運転者が惹起した重大事故発生状況の推移（令和元年は速報値） 

事業用自動車重大事故発生状況の推移（令和元年は速報値） 



  
 

 

 

 

 

件数 対前年比 死者数 対前年比 負傷者数 対前年比

55 +11 23 +6 34 +6

直進時 34 +6 17 +7 19 0

右折時 5 -3 0 -3 5 0

左折時 11 +6 5 +3 6 +3

その他 5 +2 1 -1 4 +3

19 -12 9 0 49 -8

正面衝突 4 +2 2 +2 8 +6

側面衝突 3 -5 0 -2 9 -10

追突衝突 10 -7 6 +1 31 0

その他 2 -2 1 -1 1 -4

29 0 12 +6 8 +1

脳疾患 1 -8 1 0 0 -4

心臓疾患 9 +3 8 +5 3 +2

その他 19 +5 3 +1 5 +3

飲酒運転 4 0 0 0 2 0

車両故障 202 -39 0 0 0 0

車輪脱輪 26 -4 0 0 0 0

健康起因

死傷事故

衝突事故

事故種類
件数等

事業用自動車の運転者が惹起した重大事故の主な種類別発生状況（令和元年速報値） 

青森

対前年比

岩手

対前年比

宮城

対前年比

秋田

対前年比

山形

対前年比

福島

対前年比

局計 28 件 2 人 19 人 34 件 14 人 30 人 85 件 28 人 66 人 147 件 44 人 115 人

87.5 ％ 50.0 ％ 63.3 ％ 178.9 ％ 350.0 ％ 166.7 ％ 78.7 ％ 116.7 ％ 81.5 ％ 92.5 ％ 137.5 ％ 89.1 ％

　　　　　　　　  業態

　県

バス ハイヤー・タクシー トラック 計

件数 死者数 負傷者数 件数 死者数 負傷者数負傷者数 件数 死者数 負傷者数 件数 死者数

22 8 16

-1 0 -9 +1 0 +5 -4 +3 -3 -4 +3 -7

5 0 3 3 1 6 14 7 7

0 0 0 3 2 8

-6 -2 -6 +1 +1 -2 -16 -2 -22

2 13 4 6 16 6

-21 -3 -30

45 11 47

0 -2 +3 +9 +5 +26+10 -2 -1 +13 +7 +2

11 0 9 17 6 15 17 5 23

20 8 7

+1 +1 +1 0 +1 -3 +4 +5 -1 +5 +7 -3

4 1 2 3 2 1 13 5 4

14

+2 0 +1 +2 +2 +1 +1 +2 -3

3 11 4 9 18 6

+5 +4 -1

3 17 3 17

3 0 2 4 2

26 5 23

0 +1 -1 +2 +1

-15 -12 +12 -14

+1+1 -6 -3 +1 -4 -1

5 1 3 4 1

対前年比
-4 -2 -11 +15 +10 +12 -23 +4

県別の事業用自動車の運転者が惹起した重大事故発生状況（令和元年速報値） 

青森

対前年比

岩手

対前年比

宮城

対前年比

秋田

対前年比

山形

対前年比

福島

対前年比

局計 175 件 2 人 29 人 35 件 14 人 32 人 211 件 52 人 135 人 421 件 68 人 196 人

78.1 ％ 33.3 ％ 69.0 ％ 152.2 ％ 350.0 ％ 128.0 ％ 85.4 ％ 88.1 ％ 84.9 ％ 85.2 ％ 98.6 ％ 86.7 ％

-30-1-73-24-7-36

件数 死者数 件数 死者数 件数

2

0

3

+1

3

+2

5

+2

4

0

3

-26

+9

対前年比

　　　　　　　　　業態

　県

-49 -4 -13 +7+10+12

バス

負傷者数

+1

7

-14

101

-32

40

+5

12

件数

15

+1

-10

17

4

0

3

-13

+1

1

0

0

+1

1

+6

10

0

2

+1

+6

3

+1

死者数

-4

0

-2

0

0

0

+3

10

-10

0

ハイヤー・タクシー

負傷者数

-2

2

+5

6

+1

1

+2

2

+1

2

1

+5

6

+1+1

-3

1

+5

15

+1

5

-16

37

+7

37

+1

30

+4

49

-8

9

-1

7

トラック

負傷者数

-13

24

-3

19

-1

9

+2

7

+4

12

-3

831

-6

27

-5

7

38

+6

47

-10

20

-6

11

+1

9

-1

32

-11

15

-46

82

+14

53

計

負傷者数

-25

26

-11

29
死者数

45

-4

167

-35

+5

18

-4

10

-1

10

-7

11

+17

63

34

-4

+2

40

+4

10

県別の事業用自動車の重大事故発生状況（令和元年速報値） 



                                          参考 

○事業用自動車の重大事故報告 

自動車運送事業者は、事業用自動車に係る重大事故があった場合は、自動車事故報告規則（昭和

２６年、運輸省令第１０４号）に基づき自動車事故報告書を、当該自動車の使用の本拠の位置を管

轄する運輸支局長(注)を経由して、国土交通大臣に提出しなければなりません。 

(注) ・青森、八戸、弘前ナンバーについては、青森運輸支局長 

    ・秋田ナンバーについては、秋田運輸支局長 

     ・岩手、盛岡、平泉ナンバーについては、岩手運輸支局長 

     ・宮城、仙台ナンバーについては、宮城運輸支局長  

     ・山形、庄内ナンバーについては山形運輸支局長 

     ・福島、いわき、会津、郡山、白河ナンバーについては福島運輸支局長 

 

○事業用自動車の重大事故 

下の１．の事業者が関わる事故であって、有責無責に関わらず２．のいずれかに該当するもの 

 

１．自動車事故報告書の提出が必要な自動車運送事業者 

・旅客自動車運送事業者  

・貨物自動車運送事業者（貨物軽自動車運送事業者を除く） 

・特定二種貨物利用運送事業者 

 

２．自動車事故報告書の提出が必要な事業用自動車の重大事故 

①自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両等と衝突し、若しくは接触したもの 

②１０台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの 

③死者又は重傷者を生じたもの 

④１０人以上の負傷者を生じたもの 

⑤自動車に積載された危険物等が全部若しくは一部が飛散、又は漏洩したもの 

⑥自動車に積載されたコンテナが落下したもの 

⑦操縦装置又は乗降口の扉を開閉する装置の操作不適切により、旅客に傷害が生じたもの 

⑧酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、麻薬等運転を伴うもの 

⑨運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの 

※本統計において、運転者が疾病により死亡した場合も、事故による死者数として計上しています。 

⑩救護義務違反があったもの 

⑪自動車の装置の故障により自動車の運行ができなくなったもの 

⑫車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの（故障によるもの） 

⑬橋脚、架線その他鉄道施設を損傷し、３時間以上鉄道車両の運転を休止させたもの 

⑭高速自動車国道又は自動車専用道路を、３時間以上通行止めにさせたもの 

⑮国土交通大臣が特に必要と認めたもの 

 

○事業用自動車の運転者が惹起した重大事故 

事業用自動車の重大事故であって、事業用自動車の運転者が第一当事者となったもの 

 


